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処 

分 

基 

準 

既に換地計画が作成された地区にあっては、当該換地計画を考慮して、その他の地区にあっては、法で規定する換地計画において定

める事項の基準及び関係権利者の合意を基礎に作成された換地設計基準、換地計画原案等を考慮し、必要を認めたとき。 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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農地整備課 
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